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６ 【参考】国の見直しの考え方



７ 第９期介護保険料の算定

介護保険料の算定方法
１ 給付費全体から２３％を算定

２４，３５０，８９９千円

２ 介護給付費準備基金の取り崩し額
１，２８４，０００千円 （第8期計画1,230,000千円）

３ 保険料収納必要額
２３，２３１，３３７千円
(計算方法)給付費２３％ 24,350,899千円

－準備基金取崩額 1,284,000千円
－調整交付金調整額 (-403,250千円）
－保険者機能強化推進交付金等の見込額 238,812千円

４ 保険料基準額
年額 ７７，４００円（月額 ６，４５０円）
(計算方法) 保険料収納必要額 23,231,337千円

÷予定保険料収納率 98.6％
÷補正後第１号被保険者数 304,431人

65歳以上の人

の保険料

23%

40歳以上65

歳未満の人

の保険料

27%

公費

50%

介護保険の財源構成(利用者負担分除く)

国 25.0%
県 12.5%
市 12.5%



区分 保険料率

第１段階 ×0.285

第２段階 ×0.485

第３段階 ×0.685

第４段階 ×0.9

第５段階 基準額

第６段階 ×1.2

第７段階 ×1.3

第８段階 ×1.5

第９段階 ×1.7

第10段階 ×1.9

第11段階 ×2.1

第12段階 ×2.3

第13段階 ×2.4

区分 保険料率

第１段階 ×0.275

第２段階 ×0.48

第３段階 ×0.685

第４段階 ×0.88

第５段階 基準額

第６段階 ×1.16

第７段階 ×1.29

第８段階 ×1.5

第９段階 ×1.7

第10段階 ×1.95

第11段階 ×2.15

第12段階 ×2.35

第13段階 ×2.55

第14段階 ×2.7

第15段階 ×2.85

８ 第９期介護保険料算定の考え方
第９期国標準保険料段階

・国標準保険料
率より低く設定

第９期前橋市保険料段階
所得

低

高

市
民
税
課
税
世
帯

・段階の弾力化
（多段階化）
国標準13段階
➡15段階
・10～15段階保
険料率を国標
準より高く設定

区分 保険料率

第１段階 ×0.25

第２段階 ×0.45

第３段階 ×0.7

第４段階 ×0.875

第５段階 基準額

第６段階 ×1.125

第７段階 ×1.25

第８段階 ×1.4

第９段階 ×1.5

第10段階 ×1.75

第11段階 ×2.0

第８期前橋市保険料段階

８,９段階は、国標
準に合わせる



９ 第９期介護保険料段階表（年額）
※括弧書は、公費負担による減額賦課前の額

段階 対象者 保険料率
(軽減前)

年額保険料
(軽減前)

第1段階

ア 生活保護受給者

イ 本人が老齢福祉年金を受給していて、かつ、世帯全員が市町村民税非課税である者
ウ 本人を含む世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と年金収入額を合計した額
が80万円以下の者

基準額
×0.275
(×0.445)

21,200円
(34,400円)

第2段階
本人を含む世帯全員が市町村民税非課税で、第１段階以外の者のうち、本人の合計所得金額と
年金収入額を合計した額が80万円を超え120万円以下の者

基準額
×0.48
(×0.68)

37,100円
(52,600円)

第3段階
本人を含む世帯全員が市町村民税非課税で、第1段階及び第2段階以外の者 基準額

×0.685
(×0.69)

53,000円
(53,400円)

第4段階
本人が市町村民税非課税で、かつ、世帯の中に市町村民税を課税されている者を含む者のうち、
本人の合計所得金額と年金収入額を合計した額が80万円以下の者

基準額
×0.88 68,100円

第5段階
本人が市町村民税非課税で、かつ、世帯の中に市町村民税を課税されている者を含む者のうち、
第４段階以外の者

基準額 77,400円

第6段階
本人が市町村民税課税で合計所得金額が120万円未満の者 基準額

×1.16
89,700円

第7段階
本人が市町村民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の者 基準額

×1.29
99,800円

第8段階
本人が市町村民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の者 基準額

×1.5
116,100円

第9段階
本人が市町村民税課税で合計所得金額が320万円以上420万円未満の者 基準額

×1.7
131,500円

第10段階
本人が市町村民税課税で合計所得金額が420万円以上520万円未満の者 基準額

×1.95
150,900円

第11段階
本人が市町村民税課税で合計所得金額が520万円以上620万円未満の者 基準額

×2.15
166,400円

第12段階
本人が市町村民税課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満の者 基準額

×2.35
181,800円

第13段階
本人が市町村民税課税で合計所得金額が720万円以上1,000万円未満の者 基準額

×2.55
197,300円

第14段階
本人が市町村民税課税で合計所得金額が1,000万円以上2,000万円未満の者 基準額

×2.7
208,900円

第15段階
本人が市町村民税課税で合計所得金額が2,000万円以上の者 基準額

×2.85
220,500円


